
宍粟市学校危機管理マニュアル５

食物アレルギー疾患対応マニュアル 別冊２

通知・通達集
（令和３年２月改訂）
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事 務 連 絡 

令和 2 年４月３０日 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

構造改革特別区域法第 1 2 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

御中 

 

 

 

  文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課   

 

 

 

学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインの改訂について（通知） 

 

 

 学校におけるアレルギー疾患の対応は、文部科学省監修の下、財団法人日本

学校保健会が平成20年に作成した「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガ

イドライン（以下、ガイドライン）」に基づき取組を行っていただいていると

ころです。 

 アレルギー疾患の対応については、平成26年にアレルギー疾患対策基本法が

成立し、平成29年にアレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（以下、

基本指針）が策定されました。基本指針の中でも、アレルギー疾患対策の推進

に関する重要事項として、国は、財団法人日本学校保健会（当時）が作成した

「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」及び文部科学省が作

成した「学校給食における食物アレルギー対応指針」等を周知し、実践を促す

とともに、学校の教職員等に対するアレルギー疾患の正しい知識の習得や実践

的な研修の機会の確保等について、教育委員会等に対して必要に応じて適切な

助言及び指導を行うこと、また、教職員等に対するアレルギー疾患の正しい知

識の習得や実践的な研修の機会の確保、アレルギー疾患の正しい知識の啓発に

努めることなどが示されています。 

 このような背景から、今般、作成から約10年が経過したガイドラインを改訂

いたしました。 

アレルギー疾患を有する児童生徒等の学校生活を安心・安全なものにするため

に、改訂されたガイドラインに基づき更なる取組の充実を図っていただくよう

お願いします。 

 なお、この改訂に伴い、「学校生活管理指導表」の様式の一部が変更されて

いますが、順次変更していただき、令和３年度からは、改訂ガイドライン掲載

の「学校生活管理指導表」に統一していただくよう併せてお願いします。 

 ついては、都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（大学、

高等専門学校及び専修学校を除く。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会
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に対して，都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じて

その設置する学校に対して，国公立大学法人におかれてはその設置する附属学

校に対して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の

認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置

会社及び学校に対して，都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課にお

かれては所管の認定こども園及び域内の市区町村認定こども園主管課に対して

周知されるようお願いします。 

 

 

 

（担当） 

文部科学省初等中等教育局 

健康教育・食育課保健管理係 

TEL：03-5253-4111(代)（内線 2070） 

FAX：03-6734-3794 
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